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近
世
琉
球
の
「
掠
入
」
と
生
子
証
文
の
機
能

　

伊
　
集
　
守
　
道

は
じ
め
に

近
世
琉
球
の
身
分
制
は
家
譜
の
編
纂
に
伴
っ
て
成
立
す
る
。
家
譜
の
本
格
的
な
編
纂
事
業
は
、
康
熙
二
十
八

（
一
六
八
九
）
年
を
契
機
と
す
る
。
家
譜
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
年
に
設
置
さ
れ
た
首
里
王
府
の
行
政
機
関
で

あ
る
系
図
座
が
証
拠
書
類
と
突
き
合
わ
せ
た
う
え
で
、
内
容
に
問
題
が
無
け
れ
ば
王
府
の
公
印
を
押
し
て
、
提
出
者
に

返
却
し
た
。
以
後
、
家
譜
を
持
つ
者
は
士
（
サ
ム
レ
ー
）、
持
た
ざ
る
者
は
百
姓
と
位
置
付
け
ら
れ
、
家
譜
の
有
無
に

よ
っ
て
士
農
が
区
別
さ
れ
る
身
分
制
社
会
が
成
立
す
る（

1
（

。

生
子
証
文
と
は
、
当
時
の
士
身
分
の
出
生
届
に
あ
た
る
。
出
生
者
の
父
親
が
、
一
門
・
母
方
親
類
・
与
中
な
ど
の
次

書
（
保
証
書
き
）
を
得
て
、
首
里
王
府
の
行
政
機
関
で
あ
る
大
与
座
に
生
子
証
文
を
提
出
す
る
。
大
与
座
で
は
内
容
に
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問
題
が
無
け
れ
ば
、
公
印
を
押
し
て
公
認
し
た
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
提
出
者
に
返
却
し
た
。
公
認
済
の
生
子
証
文

は
、
出
生
者
を
家
譜
に
書
き
入
れ
る
と
き
の
証
拠
書
類
と
し
て
系
図
座
に
提
出
さ
れ
る
。
家
譜
に
名
前
が
記
載
さ
れ
た

者
は
、
公
式
に
士
の
一
員
と
し
て
登
録
さ
れ
た
こ
と
に
な
る（

2
（

。
拙
稿
で
は
、
生
子
証
文
の
証
拠
書
類
と
し
て
の
機
能
を

前
提
と
し
て
、
咸
豊
十
（
一
八
六
〇
）
年
か
ら
同
治
元
（
一
八
六
二
）
年
ま
で
に
生
子
証
文
の
様
式
が
変
化
し
た
こ

と
、
変
化
の
理
由
に
は
当
時
横
行
し
て
い
た
「
掠
入
」（
違
法
な
士
身
分
の
獲
得
）
を
防
止
す
る
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
、

首
里
王
府
は
「
掠
入
」
を
防
止
し
冠
船
対
応
資
金
を
獲
得
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
に
生
子
証
文
は
、
士
身
分
に
登
録
す
る
た
め
の
重
要
な
証
拠
書
類
で
は
あ
る
が
、
家
譜
に
名
前
が
記
載
さ

れ
る
と
、
本
来
の
機
能
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
首
里
王
府
の
戸
籍
に
関
す
る
法
令
で
も
、

家
譜
仕
次（

3
（

・
札
改（

4
（

が
終
了
し
た
後
は
「
格
護
仕
置
候
儀
差
免
候
」
と
、
生
子
証
文
の
保
管
は
義
務
化
さ
れ
て
い
な
か
っ

た（
5
（

。
首
里
王
府
は
生
子
証
文
に
対
し
て
、
も
と
も
と
期
間
限
定
の
機
能
し
か
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
士
身
分
の
家
に
は
、
家
譜
・
家
譜
仕
次
（
以
下
「
家
譜
等
」
と
す
る
）
に
出
生
者
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
生
子
証
文
が
伝
来
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
も
一
通
や
二
通
で
は
な
く
数
十

通
ほ
ど
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
例
も
珍
し
く
な
い（

6
（

。
さ
ら
に
は
次
の
よ
う
な
史
料
も
残
さ
れ
て
い
る
。
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史
料
1 （

7
（

　
　
　
　
　

覚

　
　

一
、
御
朱
印
系
図
壱
冊

　
　

一
、
生
子
証
文
三
拾
五
枚

　
　

一
、
仕
次
拾
三
冊

　
　
　

右
入
家
箱
壱
通
、

　
　

右
通
引
渡
如
斯

　
　

御
座
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　

嫡
子

　
　
　
　
　
　
　

安
座
間
筑
登
之
㊞

　
　

光
緒
五
年
己
卯

　
　
　

四
月
十
七
日

　
　

安
座
間
筑
登
之
親
雲
上
様

史
料
1
は
、
家
譜
（「
御
朱
印
系
図
」）・
生
子
証
文
・
家
譜
仕
次
（「
仕
次
」）
を
箱
（「
入
家
箱
」）
に
入
れ
、
そ
の

引
き
渡
し
を
示
す
内
容
で
あ
る
。
家
譜
・
家
譜
仕
次
を
含
む
重
要
な
史
料
を
引
き
渡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
差
出
の
嫡
子
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安
座
間
筑
登
之
は
現
在
の
家
督
、
宛
名
の
安
座
間
筑
登
之
親
雲
上
は
、
安
座
間
家
の
家
督
継
承
者
と
考
え
ら
れ
る
。
光

緒
五
（
一
八
七
九
）
年
三
月
に
は
、
い
わ
ゆ
る
琉
球
処
分
に
よ
り
琉
球
王
国
は
事
実
上
消
滅
し
て
し
ま
い
、
国
内
が
混

乱
し
て
い
る
時
期
に
作
成
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
、
未
だ
慣
習
は
残
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
士
身
分
の
家
が

代
々
ど
の
よ
う
な
文
書
を
引
き
継
ご
う
と
し
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
史
料
1
に
は
、
家
譜
等
と
並

ん
で
「
生
子
証
文
三
拾
五
枚
」
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
家
の
重
要
文
書
と
し
て
意
識
的
に
引
き
継
い
で
い
る
の
が
わ
か

る
。
現
在
、
残
念
な
が
ら
安
座
間
家
の
家
譜
等
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
生
子
証
文
は
三
十
六
枚
が
確
認
で
き
る（

8
（

。
こ

れ
ら
の
生
子
証
文
は
、
出
生
者
の
情
報
が
家
譜
等
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
後
裔
に
引
き
継
い
だ
も
の
も
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
記
載
済
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い（

9
（

。
つ
ま
り
、
証
拠
書
類
と
し
て
の
機
能
を
終
え
た
生
子

証
文
も
、
家
の
重
要
文
書
と
し
て
後
裔
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
拙
稿
で
は
、
生
子
証
文
の
証
拠
書
類
と
い

う
機
能
を
前
提
と
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
だ
け
の
生
子
証
文
が
残
さ
れ
て
き
た
理
由
を
十
分
に
説
明
で
き
て
い
な
か
っ

た
。で

は
、
出
生
者
情
報
が
家
譜
等
に
記
載
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
子
証
文
は
な
ぜ
各
家
で
引
き
継
が
れ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
首
里
王
府
の
当
初
の
想
定
に
反
し
て
、
家
譜
に
出
生
者
情
報

が
記
載
さ
れ
た
あ
と
も
、
生
子
証
文
は
何
ら
か
の
形
で
二
次
的
に
機
能
し
て
い
た
（
も
し
く
は
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い

た
）
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
か
る
認
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
生
子
証
文
の
機
能
（
以

下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
生
子
証
文
の
機
能
と
は
、
家
譜
に
出
生
者
情
報
が
記
載
さ
れ
た
後
の
二
次
的
機
能
を
指
す
も
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の
と
し
て
用
い
る
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
あ
わ
せ
て
生
子
証
文
の
機
能
が
必
要
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
も

言
及
し
た
い
。

第
一
章　

調
査
さ
れ
る
生
子
証
文

本
章
で
は
、
具
体
的
に
近
世
琉
球
末
期
に
起
こ
っ
た
「
掠
入
」
に
関
す
る
二
つ
の
裁
判
事
例
に
注
目
す
る
こ
と
で
、

生
子
証
文
の
機
能
を
検
討
す
る
。「
掠
入
」
と
は
、
本
来
そ
の
役
職
や
身
分
に
な
れ
な
い
も
の
が
、
違
法
に
そ
れ
ら
を

獲
得
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
特
に
違
法
に
士
身
分
を
獲
得
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。

検
討
に
入
る
前
に
近
世
琉
球
の
裁
判
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整
理
し
て
お
く
。
奥
野
彦
六
郎
氏
は
、
近
世
琉
球
の
裁

判
は
、
一
七
三
〇
年
以
降
か
ら
体
系
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
一
門
・
親
類
・
与
を
も
っ
て
第
一

次
裁
判
所
、
各
行
政
区
の
行
政
機
関
を
も
っ
て
第
二
次
裁
判
所
、
そ
し
て
首
里
王
府
直
轄
の
平
等
所
（
裁
判
所
）
を

も
っ
て
第
三
次
裁
判
所
と
位
置
付
け
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
、
第
二
と
い
う
の
は
上
訴
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な

く
、
下
級
で
解
決
が
で
き
な
か
っ
た
案
件
の
移
管
先
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る（

（1
（

。
豊
見
山
和
行
氏
は
、
①
島
津
氏
支
配
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
紛
争
、
②
首
里
王
府
と
民
衆
間
に
お
け
る
紛
争
、
③
王
府
が
介
在
し
な
い
民
衆
間
の
紛
争
と

い
う
3
つ
の
次
元
の
裁
判
を
分
析
し
て
い
る
。
①
で
は
、
慶
長
十
四
（
一
六
〇
九
）
年
島
津
侵
入
以
降
も
琉
球
国
の
人

が
起
こ
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
島
津
氏
は
琉
球
国
で
処
分
さ
せ
て
い
た
こ
と
、
②
で
は
、
首
里
王
府
が
民
衆
間
の
紛
争
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解
決
を
否
定
し
、
王
府
の
裁
定
に
従
う
べ
き
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
で
は
、
首
里
王
府
が
民
衆
間
で
の
紛
争

解
決
を
否
定
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
の
慣
習
法
に
よ
り
「
法
外
者
」
を
裁
く
例
が
残
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る（

（（
（

。

近
世
琉
球
の
裁
判
制
度
を
考
え
る
う
え
で
ど
ち
ら
も
参
考
に
な
る
指
摘
で
あ
る
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
生
子
証
文
の
機

能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
主
眼
の
た
め
、
裁
判
制
度
に
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
奥
野
氏
の
指
摘
す
る
第
一
次
・

第
二
次
・
第
三
次
裁
判
所
に
お
い
て
、
具
体
的
に
案
件
が
ど
の
よ
う
に
移
管
さ
れ
た
の
か
も
注
目
し
て
検
討
を
進
め
た
い
。

（
一
）「
宿
氏
平
田
方
系
図
盗
取
掠
入
候
者
并
係
合
之
者
共
口
問
」
の
事
例

本
稿
で
扱
う
裁
判
事
例
は
「
平
等
所
記
録
」
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
戦
前
の
那
覇
地
方
裁
判
所
に
残
さ

れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
一
部
が
筆
写
さ
れ
て
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
時
代
と
し
て
は
琉
球
王
国
末
期
と
な
る
十
九

世
紀
後
半
の
判
例
が
ほ
と
ん
ど
と
な
る
が
、
当
時
の
平
等
所
で
扱
わ
れ
た
裁
判
事
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
史

料
で
あ
る（

（1
（

。

ま
ず
は
、「
平
等
所
記
録
」
か
ら
咸
豊
十
（
一
八
六
〇
）
年
～
同
治
八
（
一
八
六
九
）
年
と
長
期
間
に
及
ん
だ
戸
籍

裁
判
を
検
討
す
る
。
既
に
渡
辺
美
季
氏
に
よ
っ
て
「
掠
入
」
の
実
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が（

（1
（

、
本
稿
の
問
題
点
に

ひ
き
つ
け
て
改
め
て
検
討
し
た
い
。
裁
判
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る（

（1
（

。

首
里
城
正
殿
の
龍
頭
を
製
作
し
た
こ
と
や
中
国
か
ら
釉
薬
を
持
ち
こ
ん
だ
こ
と
で
著
名
な
平
田
典
通
は
、
後
に
そ
の
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功
績
が
認
め
ら
れ
て
新
参
の
士
に
取
り
立
て
ら
れ
た（

（1
（

。
し
か
し
、
そ
の
息
子
典
寛
は
男
子
の
出
生
に
恵
ま
れ
ず
、
平
田

家
の
後
裔
が
途
絶
え
つ
つ
あ
っ
た
た
め
、
外
孫
な
ど
か
ら
嗣
子
を
迎
え
入
れ
る
ま
で
の
間
、
家
譜
は
い
っ
た
ん
平
田
家

の
親
類
の
家
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
家
譜
に
目
を
付
け
た
の
が
、
首
里
金
城
村
出
身
の
長
嶺
筑
登
之
親

雲
上
で
あ
っ
た
。
長
嶺
は
何
の
縁
も
な
い
百
姓
（
無
系
）
に
平
田
家
の
跡
目
を
相
続
さ
せ
て
、
そ
の
百
姓
か
ら
相
応
の

礼
銭
を
受
け
取
る
算
段
を
立
て
る
。
平
田
家
の
親
類
の
家
か
ら
う
ま
く
家
譜
を
持
ち
出
し
た
長
嶺
は
、
さ
ら
に
記
載
内

容
ま
で
書
き
換
え
て
し
ま
い
「
掠
入
」
の
斡
旋
を
試
み
る
が
、
結
局
そ
の
企
み
は
発
覚
し
て
し
ま
っ
た
。
長
嶺
は
八
重

山
へ
一
世
流
刑
と
な
り
、
書
き
換
え
ら
れ
た
家
譜
は
、
記
載
内
容
を
元
に
戻
す
た
め
、
系
図
座
預
か
り
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
平
田
家
の
家
譜
は
再
び
「
掠
入
」
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
新
た
に
壺
屋
村
の
島
袋
が
平
田
家
の
子
孫

と
申
し
出
た
た
め
平
田
家
の
家
譜
は
彼
ら
の
手
に
移
る
こ
と
と
な
っ
た
。
島
袋
は
所
定
の
手
続
き
を
滞
り
な
く
済
ま

せ
、
平
田
家
の
家
譜
に
は
無
事
に
島
袋
一
族
の
名
前
が
書
き
こ
ま
れ
た
。
島
袋
一
族
は
首
里
王
府
か
ら
正
式
に
士
身
分

と
し
て
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
島
袋
も
平
田
家
子
孫
と
詐
称
し
、「
掠
入
」
を
犯
し
て
い
た
一
族
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
掠
入
」
は
し
ば
ら
く
す
る
と
露
見
し
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
は
、
不
正
に
気
付
い
た
平
田

方
の
本
物
の
親
類
で
あ
る
佐
久
川
里
之
子
親
雲
上
と
比
嘉
筑
登
之
親
雲
上
か
ら
訴
え
が
あ
り
、
平
等
所
か
ら
取
り
調
べ

を
受
け
た
た
め
で
あ
っ
た
。
平
等
所
が
取
り
調
べ
を
始
め
た
経
緯
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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史
料
2 （

（1
（

　
　

 

去
申
（
咸
豊
十
〈
一
八
六
〇
〉
年
、
筆
者
注
）
閏
三
月
平
田
方
親
類
汀
良
次
村
嫡
子
佐
久
川
里
之
子
親
雲

上
・
浦
添
間
切
牧
港
村
境
内
居
住
久
場
川
村
三
男
比
嘉
筑
登
之
親
雲
上
ト
訟
出
趣
有
之
、
壺
屋
村
平
田
ヲ
召

寄
、
①
系
図
之
成
行
・
名
字
嶋
袋
ト
為
唱
次
第
ヲ
相
尋
候
処
、
…
（
中
略
）
…
双
方
実
否
糺
付
其
片
付
無
之

候
テ
ハ
右
相
続
之
故
障
ハ
勿
論
、
大
切
成
御
朱
印
系
図
主
致
混
乱
、
掠
入
ニ
モ
可
相
成
哉
、
於
御
系
図
座
分

明
難
糺
付
、
且
故
嫡
子
平
田
筑
登
之
典
蕃
子
孫
ト
申
都
合
八
人
、
桃
原
村
向
氏
安
和
里
之
子
名
子
ヲ
以
、
②

去
午
十
月
後
生
子
訟
申
出
、
糺
方
之
上
御
取
持
被
仰
付
置
候
処
、
去
申
三
月
平
田
与
中
ヨ
リ
安
和
名
子
ハ
不

拘
置
候
間
、
再
糺
被
仰
付
度
申
出
候
上
、
平
田
方
子
共
二
重
生
子
證
文
申
請
候
座
印
モ
大
与
座
印
ト
ハ
相
替

候
付
、
平
田
并
与
中
、
右
池
原
・
佐
久
川
召
寄
相
尋
候
得
共
符
合
不
致
、
於
大
与
座
糺
方
不
罷
成
候
間
、
於

平
等
方
糺
方
被
仰
付
度
…

①
は
系
図
座
、
②
は
大
与
座
が
疑
い
を
も
っ
た
内
容
と
な
る
。
ま
ず
系
図
座
が
調
査
し
た
の
は
、
平
田
方
の
系
図
が

島
袋
に
渡
っ
た
経
緯
と
、
平
田
と
い
う
名
字
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
島
袋
と
名
乗
っ
て
い
た
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
島
袋
が
回
答
す
る
も
の
の
、
他
の
関
係
者
と
証
言
が
符
合
せ
ず
、
系
図
座
で
の
糾
明
は
難
し

い
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
。

次
に
大
与
座
が
調
査
し
た
の
は
、
後
生
子
訟
と
二
重
生
子
証
文
（
再
発
行
の
生
子
証
文
）
で
あ
っ
た
。
後
生
子
訟
と



127 近世琉球の「掠入」と生子証文の機能

は
、
大
与
座
の
判
断
で
受
け
取
り
が
可
能
な
期
日
に
生
子
証
文
の
提
出
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
た
め
、
期
日
を
超
過
し

た
理
由
を
記
載
し
て
特
別
な
受
理
を
請
う
歎
願
状
、
も
し
く
は
歎
願
行
為
そ
の
も
の
を
指
す（

（1
（

。
後
生
子
訟
に
は
、
保
証

人
と
し
て
与
中
の
次
書
が
必
要
で
あ
っ
た
が（

（1
（

、
そ
の
与
中
か
ら
後
生
子
訟
の
手
続
き
で
不
正
が
あ
っ
た
と
訴
え
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
平
田
典
蕃
の
子
孫
と
さ
れ
た
島
袋
の
八
人
は
、
桃
原
村
安
和
里
之
子
の
名
子
（
借
家
人
）
と
し
て
後
生

子
訟
の
手
続
き
を
進
め
て
い
た
が
、
安
和
里
之
子
に
名
子
は
い
な
い
と
与
中
か
ら
告
発
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、

島
袋
が
所
持
し
て
い
た
二
重
生
子
証
文
に
は
公
認
し
た
こ
と
を
示
す
「
大
与
座
印
」
と
は
違
う
印
（
後
に
偽
造
印
と
発

覚
）
が
押
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
大
与
座
は
、
島
袋
や
関
係
者
を
呼
び
出
し
て
名
子
や
「
大
与
座
印
」
に

つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
系
図
座
と
同
じ
よ
う
に
証
言
が
符
合
せ
ず
、
当
座
で
は
糾
明
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

結
局
、
系
図
座
・
大
与
座
の
奉
行
・
中
取
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
上
位
機
関
で
あ
る
御
鎖
之
側
・
泊
地
頭
を
介
し
て
平
等

所
に
こ
の
案
件
を
引
き
継
ぎ
本
格
的
な
裁
判
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
平
等
所
は
系
図
座
・
大
与
座
が
疑
い
を
も
っ
た
点

を
含
め
て
再
度
調
査
を
行
い
、
最
終
的
に
島
袋
が
平
田
家
の
家
譜
に
「
掠
入
」
し
た
事
実
が
露
見
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

与
中
が
問
題
点
を
告
発
し
、
首
里
王
府
の
関
係
部
署
（
系
図
座
・
大
与
座
）
が
調
査
し
、
矛
盾
点
を
洗
い
出
し
た
う

え
で
、
平
等
所
に
「
掠
入
」
の
案
件
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
奥
野
氏
の
指
摘
を
裏
付
け
る
実
例
で
あ
る
が
、
本
稿
の

問
題
関
心
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、「
掠
入
」
が
疑
わ
れ
た
際
に
、
調
査
対
象
と
さ
れ
た
史
料
の
な
か
に
家
譜
と
二
重

生
子
証
文
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
既
に
家
譜
に
は
島
袋
一
族
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
士
身

分
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
書
類
で
も
あ
っ
た
。
逆
に
二
重
生
子
証
文
は
本
来
の
機
能
を
終
え
て
い
る
た
め
、
調
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査
す
る
必
要
の
な
い
書
類
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
家
譜
の
み
な
ら
ず
、
家
譜
記
載
の
根
拠
と
な
っ
た
二

重
生
子
証
文
も
調
査
す
る
こ
と
で
彼
ら
が
正
式
な
手
続
き
を
経
て
士
身
分
に
あ
る
か
を
判
断
し
て
い
る
。
二
重
生
子
証

文
と
生
子
証
文
の
役
割
は
変
わ
ら
な
い
の
で
、
史
料
2
と
同
様
な
「
掠
入
」
が
疑
わ
れ
た
と
き
は
、
生
子
証
文
も
同
じ

く
調
査
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）「
脇
腹
之
子
ヲ
本
妻
之
子
ト
申
、
系
ニ
掠
入
候
者
口
問
」
の
事
例

前
節
で
は
、
正
式
な
手
続
き
を
経
て
士
身
分
に
あ
る
か
を
確
認
す
る
た
め
、
本
来
の
機
能
を
終
え
た
生
子
証
文
が
調

査
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
次
に
も
う
一
つ
の
戸
籍
に
関
す
る
裁
判
を
検
討
し
て（

（1
（

、
生
子
証
文
の
機
能
を

よ
り
明
確
に
し
た
い
。

あ
る
時
、
本
部
間
切
満
名
村
の
玉
城
筑
登
之
親
雲
上
が
殺
害
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
犯
人
は
同
間
切
伊
豆
見
村

に
住
む
士
身
分
の
久
場
筑
登
之
親
雲
上
兼
雅
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
殺
人
事
件
の
犯
人
で
あ
る
兼
雅
の
素
性
を
調
べ
て

い
く
と
、「
掠
入
」
に
よ
っ
て
不
正
に
士
身
分
を
獲
得
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
兼
雅
の
父
兼
清
は
若

い
頃
に
本
部
間
切
満
名
村
の
ナ
ベ
と
関
係
を
持
ち
、
兼
雅
が
出
生
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
ナ
ベ
は
「
カ
ン
細
工
屋
」

へ
嫁
ぎ
、
兼
清
は
士
身
分
の
娘
で
あ
る
真
伊
奴
を
娶
る
。
や
が
て
、
兼
清
と
真
伊
奴
の
間
に
は
兼
由
が
誕
生
し
た
。
兼

由
の
誕
生
を
機
に
、
兼
清
は
先
に
出
生
し
た
兼
雅
も
含
め
て
家
譜
に
登
録
し
よ
う
と
す
る
も
、
真
伊
奴
は
「
脇
腹
ニ
出

生
之
子
嫡
子
ニ
召
成
候
儀
」
に
納
得
し
な
か
っ
た
。
結
局
妥
協
案
と
し
て
、
後
に
出
生
し
た
兼
由
を
嫡
子
と
し
、
先
に
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出
生
し
た
兼
雅
を
次
男
と
偽
っ
た
生
子
証
文
を
作
成
し
、
家
譜
に
登
録
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
、
殺

人
事
件
と
は
別
に
、
兼
雅
は
「
掠
入
」
の
罪
も
取
り
調
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
治
八
（
一
八
六
九
）
年
に
く
だ
さ

れ
た
平
等
所
の
判
決
は
、
兼
雅
を
次
男
と
し
た
の
も
違
法
だ
が
、
兼
清
と
ナ
ベ
が
「
密
々
」
に
関
係
し
て
出
生
し
た
兼

雅
に
つ
い
て
も
、
本
来
家
譜
に
登
録
さ
れ
る
資
格
は
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
判
決
を
受
け
て
、
兼
雅
は
士

身
分
を
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
の
方
法
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

史
料
3 （

11
（

　
　

 

右
久
場
兼
雅
ハ
①
大
与
座
生
子
帳
ヨ
リ
消
除
、
且
②
同
人
系
紀
之
儀
於
御
系
図
座
消
除
、
系
図
モ
同
所
ニ
テ

御
法
之
通
首
尾
方
サ
セ
候
様
被
仰
付
可
然
哉
ト
吟
味
仕
候
、

　
　
　

附
、 

本
文
次
男
久
場
兼
雅
③
生
子
証
文
之
儀
取
揚
、
大
与
座
へ
相
届
候
間
、
彼
座
ニ
テ
相
廃
候
様
可
被
仰

付
候
、
以
上
、

①
大
与
座
が
所
管
す
る
生
子
帳
か
ら
兼
雅
の
情
報
消
除
、
②
家
譜
か
ら
兼
雅
の
情
報
消
除（

1（
（

、
附
け
た
り
と
し
て
③
兼

雅
の
生
子
証
文
の
廃
棄
、
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
逆
に
言
う
と
、
こ
れ
ら
が
士
身
分
を
証
明
す
る
史

料
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
①
出
生
者
が
記
載
さ
れ
た
生
子
帳
、
②
出
生
者
が
記
載
さ

れ
た
家
譜
、
③
生
子
証
文
で
あ
る
。
生
子
帳
は
大
与
座
が
所
管
す
る
帳
簿
と
な
る
の
で
、
士
側
が
自
身
の
身
分
を
証
明
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す
る
た
め
に
は
、
②
出
生
者
が
記
載
さ
れ
た
家
譜
、
③
生
子
証
文
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
史
料
1
の
家
督
相

続
の
際
に
引
き
継
が
れ
た
重
要
文
書
（
家
譜
・
家
譜
仕
次
・
生
子
証
文
）
と
も
重
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
③
の
「
生

子
証
文
之
儀
取
揚
、
大
与
座
へ
相
届
候
間
」
を
見
る
と
、
こ
こ
で
も
生
子
証
文
は
大
与
座
で
調
査
さ
れ
て
い
た
様
子
が

う
か
が
え
る
。

以
上
、
2
つ
の
裁
判
例
を
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
生
子
証
文
は
証
拠
書
類
と
し
て

の
機
能
を
終
え
た
後
も
、「
掠
入
」
の
疑
い
が
か
か
っ
た
際
は
調
査
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
で
は
、

な
ぜ
家
譜
の
記
載
だ
け
で
な
く
、
記
載
の
根
拠
と
な
っ
た
生
子
証
文
の
確
認
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
背
景
に
は

横
行
す
る
「
掠
入
」
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
で
述
べ
た
の
で
結
論
の
み
い
う
と
、
十
八
～

十
九
世
紀
に
か
け
て
違
法
に
生
子
証
文
を
手
に
入
れ
、
士
身
分
を
獲
得
す
る
「
掠
入
」
が
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。
二
重

生
子
証
文
を
偽
造
し
た
壺
屋
村
の
島
袋
や
、
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
て
生
子
証
文
の
公
認
を
受
け
た
久
場
家
の
よ
う
な

例
は
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
生
子
証
文
は
、
家
譜
に
士
身
分
と
し
て
登
録
さ
れ
る
と
き
の

重
要
な
証
拠
書
類
と
な
る
た
め
、「
掠
入
」
を
企
て
る
者
は
、
そ
の
獲
得
に
奔
走
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
首
里
王

府
側
も
「
掠
入
」
の
疑
い
が
か
か
っ
た
と
き
は
、
家
譜
に
そ
の
名
前
が
有
る
か
否
か
だ
け
で
は
士
身
分
を
判
断
せ
ず
、

名
前
を
記
載
す
る
根
拠
と
な
っ
た
生
子
証
文
に
つ
い
て
も
、
正
式
な
手
続
き
を
経
て
獲
得
し
た
も
の
か
調
査
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
横
行
す
る
「
掠
入
」
の
影
響
で
、
家
譜
の
記
載
の
み
で
な
く
、
正
式
な
手
続
き

を
経
た
生
子
証
文
を
所
持
し
て
い
る
か
も
士
身
分
を
判
断
す
る
基
準
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
史
料
3
に
見
た
士
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身
分
の
剥
奪
（
生
子
証
文
の
廃
棄
）
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
基
準
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
な
し
得
な
い
行
為
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。

第
二
章　

「
掠
入
」
横
行
の
理
由
～
動
機
と
費
用
～

前
章
に
お
い
て
、
生
子
証
文
は
、
家
譜
に
出
生
者
の
名
前
を
記
載
す
る
ま
で
の
期
間
限
定
の
機
能
だ
け
で
は
な
く
、

横
行
す
る
「
掠
入
」
の
影
響
で
、
家
譜
記
載
後
は
士
身
分
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
た
。

「
掠
入
」
は
、
後
生
子
訟
の
形
式
を
装
っ
て
企
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た（

11
（

。
そ
の
理
由
は
、
出
生
か
ら
長
期
間
経

過
し
た
生
子
証
文
で
あ
れ
ば
、
当
時
の
こ
と
を
知
る
関
係
者
が
少
な
く
、「
掠
入
」
す
る
側
に
と
っ
て
情
報
操
作
し
や

す
い
利
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
そ
の
た
め
、
長
期
間
に
及
び
家
譜
に
後
継
が
記
載
さ
れ
ず
、
家
譜
仕
次
が
途
絶
え
つ

つ
あ
る
家
は
、「
掠
入
」
側
か
ら
の
格
好
の
標
的
で
あ
っ
た
。
史
料
2
の
平
田
家
が
二
度
も
「
掠
入
」
を
試
み
ら
れ
た

の
は
偶
然
で
は
な
い
。
首
里
王
府
側
で
も
こ
の
点
は
よ
く
認
識
さ
れ
て
お
り
、
後
生
子
訟
が
あ
っ
た
と
き
は
「
掠
入
」

を
疑
い
、
特
に
厳
し
い
調
査
を
大
与
座
に
課
し
て
い
た（

11
（

。
そ
し
て
、
生
子
証
文
が
公
認
を
受
け
た
と
し
て
も
「
掠
入
」

が
疑
わ
れ
れ
ば
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
再
調
査
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

逆
に
士
側
に
と
っ
て
首
里
王
府
か
ら
「
掠
入
」
を
疑
わ
れ
な
い
、
ま
た
は
他
者
か
ら
「
掠
入
」
を
さ
れ
な
い
対
策
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は
、
A
期
日
通
り
に
生
子
証
文
の
公
認
を
受
け
て
家
譜
仕
次
を
行
う
こ
と
、
B
正
式
な
手
続
き
を
経
た
生
子
証
文
を
保

管
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
A
は
首
里
王
府
か
ら
疑
わ
れ
る
リ
ス
ク
を
回
避
し
、
他
者
に
「
掠
入
」
の
隙
を
与
え
な
い
対

策
で
あ
り
、
B
は
、
も
し
家
譜
記
載
後
に
首
里
王
府
か
ら
「
掠
入
」
が
疑
わ
れ
た
と
し
て
も
（
ま
た
は
他
者
か
ら
「
掠

入
」
を
試
み
ら
れ
た
と
し
て
も
）、
正
式
な
手
続
き
を
経
て
士
身
分
に
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
対
策
で
あ
っ
た
。

理
想
は
A
B
ど
ち
ら
も
実
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
A
が
実
行
で
き
ず
後
生
子
訟
に
な
っ
た
と
し

て
も
、
次
善
策
と
し
て
B
だ
け
で
も
実
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
士
の
各
家
で
生
子
証
文
が
残
さ
れ
て
き
た
の
は
、

生
子
証
文
の
機
能
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
に
以
上
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
対
策
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
（
生
子
証
文
が
士
身
分
を
判
断
す
る
基
準
と
な
る
ほ
ど
）、「
掠
入
」

が
横
行
し
た
理
由
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
「
掠
入
」
は
露
見
す
る
と
罰
則
を
受
け
る
が
、
ど
う
し
て
リ

ス
ク
を
冒
し
て
ま
で
、
違
法
に
士
身
分
へ
上
昇
を
図
る
者
が
絶
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
身
分
上
昇
の
動

機
と
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
費
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、「
掠
入
」
が
横
行
し
た
理
由
を
検
討
す
る
。

（
一
）
身
分
上
昇
の
動
機

「
掠
入
」
し
、
士
身
分
を
獲
得
す
る
動
機
と
し
て
、
ま
ず
思
い
つ
く
の
は
経
済
的
理
由
で
あ
る
。
士
と
な
る
こ
と
で
、

首
里
王
府
の
官
職
に
就
き
、
安
定
し
た
収
入
を
得
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
動
機
を
十
分
に

説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
近
世
琉
球
で
は
多
額
の
献
金
に
よ
っ
て
合
法
的
に
士
身
分
を
獲
得
す
る
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者
も
お
り
、
こ
れ
だ
け
の
献
金
を
準
備
で
き
る
者
が
経
済
的
理
由
の
み
で
士
身
分
を
獲
得
し
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら

で
あ
る
。

こ
こ
で
身
分
上
昇
の
動
機
を
示
す
興
味
深
い
史
料
が
あ
る
。
既
に
田
名
氏
に
よ
っ
て
概
要
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
が（

11
（

、

史
料
そ
の
も
の
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
長
文
だ
が
重
要
な
史
料
な
の
で
、
全
文
を
次
に
示
す
。

史
料
4 （

11
（

　
　
　
　
　

口
上
覚

　
　

 

恐
多
御
座
候
得
共
申
上
候
、
私
共
事
山
川
村
常
氏
次
男
故
平
良
子
専
用
子
孫
ニ
而
御
座
候
處
、
右
専
用
事
素

よ
り
困
窮
之
者
ニ
而
、
美
里
間
切
東
恩
納
村
へ
住
居
仕
、
作
業
之
働
を
以
致
渡
世
子
孫
共
ニ
も
同
断
、
極
窮

ニ
而
日
々
之
営
方
ニ
取
紛
り
、
生
子
訴
相
後
り
候
付
A
去
拾
三
年
戊
巳
年
ニ
者
、
右
訴
一
件
、
其
年
之
大
与

座
加
勢
筆
者
大
鈍
川
村
次
男
賀
数
里
之
子
相
頼
、
右
入
料
与
し
て
銭
六
百
貫
文
相
渡
、
左
候
而
其
以
後
生
子

訴
相
済
為
申
与
、
彼
ノ
賀
数
よ
り
申
達
有
之
候
付
、
致
慶
悦
、
早
速
村
所
江
茂
相
弘
ミ
、
其
時
祝
儀
と
し
て

村
江
焼
酎
六
沸
・
膳
盛
之
肴
五
通
相
進
候
處
、
一
統
相
祝
ひ
大
分
之
物
入
茂
仕
候
處
、
B
去
未
年
ニ
者
、
右

賀
数
大
与
座
御
印
を
掠
ふ
り
、
諸
方
生
子
後
り
之
方
、
右
印
押
相
渡
候
方
茂
有
之
由
ニ
而
、
諸
間
切
江
御
廻

文
被
仰
付
、
私
共
ニ
茂
被
出
抜
候
付
、
形
行
書
付
間
切
江
申
出
、
左
候
而
平
等
所
御
方
江
茂
御
申
出
為
被
成

段
、
間
切
江
別
紙
之
通
御
書
留
茂
相
見
得
候
付
、
猶
又
形
行
奉
訴
後
り
生
子
之
願
申
上
度
、
此
迄
村
所
江
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段
ゝ
致
相
談
候
上
、
門
中
江
茂
罷
下
相
談
を
加
へ
候
得
共
、
基
ひ
不
相
分
与
申
、
相
談
請
合
不
申
事
御
座

候
、
我
ゝ
事
士
之
子
孫
ニ
而
住
居
之
段
者
、
先
ゝ
よ
り
村
所
之
者
共
伝
承
居
候
處
よ
り
、
賀
数
江
被
出
抜
候

砌
、
右
焼
酎
・
肴
等
大
分
令
物
入
、
受
納
為
有
之
積
、
抑
皮
ノ
所
百
姓
ニ
而
候
ハ
ゝ
、
何
分
村
江
物
入
仕
候

而
茂
、
受
納
有
之
間
敷
、
C
殊
更
村
ゝ
者
共
よ
り
是
迄
私
共
江
者
、
た
ん
前
又
は
捨
兄
抔
与
相
唱
為
申
事
候

處
、
頃
日
至
而
者
、
何
様
村
一
決
仕
候
哉
、
是
迄
之
唱
振
相
替
、
村
之
者
同
前
押
付
候
次
第
茂
御
座
候
、
且

又
此
間
右
後
リ
一
件
付
村
中
揃
合
之
砌
、
上
ふ
ん
門
ノ
と
ぐ
安
慶
名
よ
り
地
頭
叶
一
件
内
物
語
之
時
、
蔵
ん

当
ノ
平
良
筑
登
之
親
雲
上
江
た
ん
前
与
相
唱
候
付
、
惣
頭
お
か
へ
ノ
登
川
筑
登
之
親
雲
上
よ
り
何
様
之
儀
ニ

而
右
平
良
江
た
ん
前
与
申
候
哉
、
其
科
分
と
し
て
焼
酎
弐
沸
可
差
出
与
懸
合
有
之
候
付
、
彼
ノ
安
慶
名
よ
り

右
平
良
江
者
此
迄
村
中
一
統
ニ
而
た
ん
前
与
申
候
を
、
私
江
科
相
懸
候
ハ
ゝ
何
共
合
点
不
仕
、
何
そ
方
江
茂

致
披
露
候
共
不
苦
与
申
、
揃
合
之
中
ニ
而
、
段
々
怒
リ
立
候
付
、
終
ニ
右
科
相
懸
候
儀
差
置
為
申
由
、
此
等

を
以
者
、
村
中
一
統
一
決
仕
居
候
儀
相
違
無
之
与
相
見
へ
、
左
候
得
者
村
中
江
相
對
之
相
談
何
共
相
調
不

申
、
至
極
心
配
仕
居
申
事
御
座
候
、
依
之
奉
訴
候
者
、
私
共
事
右
通
祖
親
代
よ
り
極
窮
之
者
共
ニ
而
、
当
村

江
致
住
居
、
系
落
相
成
、
旁
不
運
ニ
而
候
哉
、
賀
数
江
茂
被
出
抜
、
村
中
ニ
茂
一
決
ニ
而
、
右
次
第
此
躰
ニ

而
者
、
後
生
子
奉
願
候
儀
、
何
共
難
成
次
第
御
座
候
間
、
何
卒
前
文
旁
之
形
行
、
双
方
御
糺
方
之
上
、
何
分

御
片
付
被
仰
付
被
下
度
、
自
然
間
切
ニ
而
御
糺
方
難
御
手
を
附
儀
茂
御
座
候
ハ
ゝ
、
向
ヽ
江
茂
御
差
出
、
住

居
之
形
行
実
否
明
白
ニ
相
成
候
様
御
取
計
被
下
度
、
偏
ニ
奉
願
候
、
此
旨
可
然
様
被
仰
上
可
被
下
儀
奉
頼
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候
、
以
上
、

　
　
　

附
、
賀
数
一
件
、
間
切
江
首
尾
書
写
壱
通
取
添
差
上
申
候
、
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右
申
出
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何
分
御
糺
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仰
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上
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ま
ず
史
料
4
の
年
代
を
絞
り
込
み
た
い
。
A
「
去
拾
三
年
戊
巳
年
」
は
別
史
料
か
ら
道
光
十
七
（
一
八
三
七
）
年
の

間
違
い
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
な
お
、「
戊
巳
」
は
存
在
し
な
い
干
支
で
あ
る（

11
（

。
次
に
首
里
王
府
か
ら
廻
文
が
発
給

さ
れ
た
B
「
去
未
年
」
は
、
道
光
十
七
年
以
降
と
な
る
。
候
補
と
し
て
は
、
道
光
二
十
七
（
一
八
四
七
）
年
、
咸
豊
九

（
一
八
五
九
）
年
が
あ
る
。
さ
ら
に
史
料
4
は
「
去
未
年
」
以
降
の
「
巳
」
年
の
作
成
に
な
る
の
で
、
咸
豊
七

（
一
八
五
七
）
年
、
同
治
八
（
一
八
六
九
）
年
の
ど
ち
ら
か
の
年
代
と
な
る
。
ひ
と
ま
ず
作
成
年
代
は
十
九
世
紀
中
頃

と
し
て
お
き
た
い
。
差
出
は
平
良
子
専
用
の
子
孫
で
あ
る
登
川
筑
登
之
と
平
良
筑
登
之
親
雲
上
で
あ
る
。
宛
て
先
は
判

然
と
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
首
里
王
府
に
対
す
る
訴
え
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

長
文
の
た
め
全
て
を
訳
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
論
と
関
係
す
る
部
分
を
中
心
に
説
明
し
た
い
。
も
と
も
と
平
良

専
用
は
首
里
山
川
村
に
出
自
を
持
つ
士
で
あ
る
が
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
た
た
め
、
美
里
間
切
東
恩
納
村
に
居
を
移

し
、「
作
業
之
働
」（
農
業
）
を
し
な
が
ら
生
活
を
送
り
、
そ
の
子
孫
も
同
様
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

日
々
の
営
み
に
紛
れ
て
、
新
た
に
出
生
し
た
者
の
生
子
証
文
の
手
続
き
が
遅
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
大
与
座
加
勢
筆
者

の
賀
数
に
頼
ん
で
銭
六
百
貫
を
支
払
い
、
生
子
証
文
の
手
続
き
を
済
ま
せ
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
、
首
里
王
府
か
ら
の

「
廻
文
」
に
よ
っ
て
、
賀
数
は
「
大
与
座
御
印
」
を
不
正
に
使
用
し
て
お
り
、
生
子
証
文
の
正
式
な
手
続
き
は
完
了
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。
賀
数
に
出
し
抜
か
れ
て
し
ま
っ
た
登
川
や
平
良
は
再
度
生
子
証
文
の
手
続
き
を
済

ま
せ
よ
う
と
す
る
が
、
本
当
に
士
身
分
か
ど
う
か
を
怪
し
む
「
村
所
」
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
自
分
た
ち
が
士
身
分
と
し
て
東
恩
納
村
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
欲
し
い
と
首
里
王
府
に
歎
願
す
る
。
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注
目
す
べ
き
は
C
で
あ
る
。
今
ま
で
は
村
の
者
達
か
ら
、
士
身
分
と
し
て
「
た
ん
前
」（
タ
ン
メ
ー
）「
捨
兄
」（
舎

兄
）
と
敬
称
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
（
士
身
分
を
怪
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
）
は
敬
称
で
は
な
く
村
の
者
同
前

に
扱
わ
れ
て
い
る
と
嘆
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
東
恩
納
村
に
移
住
し
て
か
ら
も
、
平
良
専
用
の
子
孫
は
、
士
身
分
と
し

て
敬
わ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
田
名
氏
も
村
人
た
ち
が
彼
ら
を
敬
っ
て
き
た
と
指
摘
し
て
い
る（

11
（

。
平
良
専
用

や
そ
の
子
孫
た
ち
の
よ
う
に
、
士
身
分
で
あ
り
な
が
ら
地
方
（
間
切
）
に
移
住
す
る
こ
と
を
屋
取
（
ヤ
ー
ド
ゥ
イ
）
と

い
う（

11
（

。
そ
の
多
く
は
経
済
的
困
窮
が
原
因
で
移
住
し
、
農
業
な
ど
で
生
計
を
立
て
る
た
め
、
時
に
は
「
百
姓
素
立
」
と

説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（

11
（

。
し
か
し
、
C
か
ら
は
、
例
え
百
姓
と
変
わ
ら
な
い
生
活
を
営
ん
で
い
て
も
、
士
身
分
は
百

姓
と
は
別
格
の
上
位
身
分
と
認
識
さ
れ
、
厳
然
と
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

こ
の
よ
う
に
身
分
上
昇
の
動
機
は
、
十
九
世
紀
中
頃
に
至
っ
て
も
維
持
さ
れ
た
士
農
の
身
分
秩
序
に
あ
り
、
士
身
分

は
歎
願
し
て
で
も
獲
得
（
維
持
）
し
た
い
社
会
的
ス
テ
ー
タ
ス
だ
っ
た
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
身
分
上
昇
の
費
用

百
姓
が
士
身
分
に
上
昇
す
る
た
め
に
は
、
合
法
と
違
法
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
。
合
法
な
選
択
肢
か
ら
言
う
と
、
国
に

多
大
な
功
績
を
果
た
し
た
者
や
多
額
の
献
金
を
し
た
者
は
、
首
里
王
府
か
ら
士
身
分
が
授
与
さ
れ
た
。
献
金
に
限
っ
て

言
う
な
ら
ば
、
尚
育
王
・
尚
泰
王
の
在
位
期
に
は
十
六
万
貫
を
献
金
す
る
こ
と
で
、
士
身
分
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
彼

ら
は
「
買
い
士
」（
コ
ー
イ
ー
ザ
ム
レ
ー
）
と
呼
称
さ
れ
た（

1（
（

。
も
ち
ろ
ん
十
六
万
貫
と
は
、
あ
く
ま
で
王
府
へ
の
献
金
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額
の
み
の
話
で
、
別
途
家
譜
作
成
費
や
諸
手
続
き
費
用
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

翻
っ
て
、
違
法
な
選
択
肢
と
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
掠
入
」
で
あ
る
。
実
は
、「
掠
入
」
は
違
法
で
は
あ
っ
た

が
、
合
法
な
献
金
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
少
な
い
費
用
で
手
続
き
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
わ
ず
か
で
は
あ
る

が
、
実
例
を
次
に
示
そ
う
。

史
料
2
で
も
登
場
し
た
壺
屋
村
の
島
袋
は
、
平
等
所
の
調
査
に
よ
っ
て
「
掠
入
」
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
っ
た
一
族

で
あ
る
。
調
査
の
過
程
に
お
い
て
平
等
所
は
、「
賍
物
支
配
」（
賄
賂
の
分
配
）
と
し
て
島
袋
が
「
掠
入
」
を
実
現
す
る

た
め
関
係
者
へ
不
正
に
送
っ
た
金
品
を
書
き
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
品
物
に
つ
い
て
は
金
銭
に
換
算
し
た
額
が
記
載
さ

れ
て
お
り
、「
掠
入
」
に
要
し
た
費
用
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
1
の
仲
松
里
之
子
は
首
里
立
岸
村
出
身
の
士
で
あ
る
。
系
図
座
に
保
管
さ
れ
て
い
た
平
田
家
の
家
譜
に
目
を
付
け

た
人
物
で
あ
り
、
当
初
は
玉
城
間
切
富
名
腰
村
居
住
の
無
系
花
城
・
渡
口
の
縋
り
入
り
を
斡
旋
し
て
い
た
。
し
か
し
、

後
に
花
城
・
渡
口
の
斡
旋
を
止
め
、
渡
口
の
親
類
で
あ
る
壺
屋
渡
口
の
婿
養
子
島
袋
の
「
掠
入
」
を
斡
旋
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
島
袋
か
ら
は
、
銭
換
算
す
る
と
六
二
四
貫
七
百
文
の
賍
物
を
得
て
い
る
。
表
2
の
池
原
筑
登
之
は
系
図
座
加

勢
筆
者
で
あ
る
。
島
袋
ら
の
生
子
証
文
の
手
続
き
を
仲
介
し
、
家
譜
の
書
き
換
え
に
も
関
与
し
た
。
同
じ
く
島
袋
か
ら

は
一
一
六
九
貫
六
百
文
の
賍
物
を
得
て
い
る
。
表
3
の
賀
数
里
之
子
は
池
原
筑
登
之
か
ら
依
頼
さ
れ
て
、
島
袋
の
後
生

子
訟
の
手
続
き
に
必
要
な
与
中
の
署
名
・
押
印
を
工
面
し
た
首
里
桃
原
村
出
身
の
士
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
「
大
与
頭

印
」
も
偽
造
し
て
、
偽
の
二
重
生
子
証
文
（
再
発
行
の
生
子
証
文
）
も
作
成
し
た
。
島
袋
か
ら
銭
換
算
し
て
五
二
八
貫
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五
百
文
の
賍
物
を
得
て
い
る
。
表
4
の
上
地
里
之
子
は
嘉
味
田
里
之
子
親
雲
上
の
甥
孫
（
甥
の
子
ど
も
）
で
あ
る
。
嘉

味
田
は
首
里
赤
田
村
出
身
の
士
で
、「
壺
屋
村
筆
者
」
と
し
て
壺
屋
に
住
ん
で
い
た
。
島
袋
が
「
掠
入
」
す
る
た
め
後

生
子
訟
の
手
続
き
を
す
る
と
き
、
嘉
味
田
は
親
類
と
し
て
証
人
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
親
類
と
い
う
の
は

虚
偽
で
あ
る
。
嘉
味
田
が
七
十
余
歳
で
子
も
い
な
い
の
で
、
上
地
里
之
子
夫
婦
が
嘉
味
田
の
家
に
入
っ
て
世
話
を
し
て

表1　仲松里之子が受け取った賍物
賍　　物 数量 銭換算

銭 600貫文
花活 1対 3貫文

アカマカイ 1? 5貫文
茶家 2ツ 3貫文

茶碗小 2束 6貫文
酎家 1ツ 2.5貫文
盃小 1ツ 0.2貫文

手水鉢 1ツ 3貫文
サアフン（大水鉢） 2ツ 2貫文

合　　計 624.7貫文

表2　池原筑登之が受け取った賍物
賍　　物 数量 銭換算

銭 1083貫文
中手春寒（どんぶり） 3束 15貫文

中茶碗 2束 8貫文
茶碗小 3束 12貫文

同升（どんぶり） 入子3組 30貫文
半胴甕 1ツ 12貫文
摺鉢 2ツ 1.6貫文

手水鉢 1ツ 3貫文
アラマカイ 2束 5貫文
合　　計 1169.6貫文

表3　賀数里之子が受け取った賍物
賍　　物 数量 銭換算

銭 500貫文
酎家 3ツ 7.5貫文
茶家 1ツ 1.5貫文

茶碗小 1束 3貫文
手水鉢 1ツ 3貫文
茶家 3ツ 4.5貫文

茶碗小 3束 9貫文
合　　計 528.5貫文
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い
た
。
嘉
味
田
が
老
齢
の
た
め
、
後
生
子
訟
に
伴
う
大
与
座
の
取
り
調
べ
は
上
地
が
代
理
で
出

向
い
て
い
た
。
上
地
は
、
平
田
家
の
家
譜
と
矛
盾
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
島
袋
の
墓
に
安
置
し

て
い
た
厨
子
の
銘
書
の
書
き
換
え
も
手
伝
っ
て
い
る
。
上
地
は
、
島
袋
か
ら
銭
三
百
貫
文
を
得

て
い
た（

11
（

。

合
計
す
る
と
島
袋
は
賍
物
と
し
て
二
千
六
百
二
十
二
貫
八
百
文
を
支
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
違
法
な
金
品
の
受
領
と
し
て
処
理
さ
れ
た
金
額
で
あ
る
。
こ
の
他
に
違
法
と
さ
れ
な
か
っ
た

費
用
（
筆
紙
墨
代
、
慣
例
と
さ
れ
た
大
与
座
へ
の
茶
代
、
後
生
子
訟
に
伴
う
罰
金
な
ど
）
が

千
九
百
十
七
貫
文
あ
っ
た（

11
（

。
こ
れ
ら
を
含
め
る
と
、
島
袋
の
「
掠
入
」
に
は
少
な
く
と
も

四
五
三
九
貫
八
〇
〇
文
の
費
用
が
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
合
法
的
な
身
分
上
昇
の
費
用
（
献

金
）
十
六
万
貫
と
比
較
す
る
と
、
一
割
に
も
満
た
な
い
額
で
あ
っ
た
。
無
論
、
こ
の
例
の
み
を

も
っ
て
「
掠
入
」
の
費
用
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
合
法
的
な
金
額
に
は
遠
く
及
ば
な
い

額
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う
。
身
分
上
昇
を
志
向
す
る
百
姓
た
ち
が
、
合

法
的
な
献
金
で
は
な
く
、
違
法
な
「
掠
入
」
を
選
択
し
た
理
由
は
、
こ
う
し
た
桁
違
い
な
費
用
の
差
に
も
あ
っ
た
と
言

え
る
。

「
掠
入
」
横
行
の
背
景
と
し
て
、
身
分
上
昇
の
動
機
と
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
費
用
を
検
討
し
て
き
た
。
十
九
世

紀
中
頃
に
至
っ
て
も
近
世
琉
球
の
社
会
で
は
、
厳
然
と
士
農
の
身
分
秩
序
は
維
持
さ
れ
、
士
は
上
級
身
分
と
い
う
社
会

表4　上地里之子が受け取った賍物
賍　　物 数量 銭換算

銭 300貫文

賍物の銭換算合計 2622.8貫文
※崎浜注14著書534～538頁を参照して作成。
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的
ス
テ
ー
タ
ス
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
身
分
上
昇
を
志
向
す
る
百
姓
た
ち
が
跡
を
絶
た
ず
、
彼
ら
が

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
合
法
（
献
金
）・
違
法
（「
掠
入
」）
の
選
択
肢
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。
合
法
な
選
択
肢
で

は
多
額
の
献
金
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
違
法
な
選
択
肢
で
は
、
合
法
に
比
べ
る
と
罰
則
を
受
け
る
リ
ス
ク
を
伴
う
も
の

の
、
は
る
か
に
少
な
い
費
用
で
身
分
上
昇
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
百
姓
た
ち
の
な
か
に
は
、
よ
り
少
な
い
費
用

で
済
む
「
掠
入
」
を
選
択
し
、
身
分
上
昇
を
試
み
る
者
が
絶
え
ず
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
八
～
十
九
世
紀
に
か

け
て
「
掠
入
」
が
横
行
し
た
理
由
は
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
今
後
の
課
題
に
な
る
が
、「
掠
入
」
が
横
行
し
た
理
由
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
士
身
分
に
な
る
た
め
の
手

続
き
を
代
行
・
仲
介
し
た
人
物
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
史
料
2
の
島
袋
家
の
「
掠
入
」
を
斡
旋
し
た
仲
松
里
之
子

や
、
家
譜
の
書
き
換
え
等
を
手
伝
っ
た
系
図
座
加
勢
筆
者
池
原
筑
登
之
、
史
料
4
の
平
良
の
「
生
子
訟
」（
縋
り
入
り
）

を
請
け
負
っ
た
大
与
座
加
勢
筆
者
賀
数
里
之
子
と
い
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
像
か
ら
は
、
自
ら
の
職
能
や

人
的
関
係
を
活
か
し
て
、
行
政
手
続
き
を
代
行
・
仲
介
し
た
人
々
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
今
回
の
例
で
い

う
な
ら
ば
、
家
譜
仕
次
や
生
子
証
文
の
手
続
き
は
、
所
定
の
様
式
に
も
と
づ
き
特
定
の
行
政
機
関
に
提
出
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
円
滑
に
手
続
き
を
進
め
る
た
め
に
は
、
専
門
知
識
を
有
す
る
者
、
つ
ま
り
は
系
図
座
や
大
与
座
の
役
職
経
験

を
有
す
る
者
の
協
力
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
く
は
、
彼
ら
と
の
仲
介
が
可
能
な
人
物
の
協
力
で
も

良
か
っ
た
だ
ろ
う
。
首
里
王
府
の
役
職
に
は
限
り
が
あ
り
、
役
職
に
就
け
な
か
っ
た
（
も
し
く
は
役
職
に
就
け
た
と
し

て
も
十
分
な
収
入
を
得
ら
れ
な
い
）
多
く
の
士
は
、
生
計
を
立
て
る
た
め
別
の
方
法
で
収
入
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
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た（
11
（

。
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
自
ら
の
職
能
や
人
的
関
係
を
活
か
し
て
行
政
手
続
き
の
代
行
・
仲
介
を
試
み
る
仲
松
や

池
原
の
よ
う
な
者
は
、
士
社
会
に
相
当
数
存
在
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
当
然
、
合
法
な
行
政
手
続
き
を
代

行
・
仲
介
す
る
こ
と
で
収
入
を
得
る
者
も
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
な
か
に
は
百
姓
の
身
分
上
昇
欲
求
を
利
用
し
、
よ
り

多
く
の
収
入
（「
賍
物
」）
を
求
め
て
違
法
な
「
掠
入
」
を
積
極
的
に
代
行
・
仲
介
す
る
者
も
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
事
例
を
集
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、「
掠
入
」
が
横
行
し
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
士
の
経
済
状
況
に

起
因
す
る
代
行
・
仲
介
業
を
請
け
負
う
存
在
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

最
後
に
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
本
来
、
生
子
証
文
は
出
生
者
を
家
譜
に
記
載
す
る
た
め
の
証

拠
書
類
で
あ
り
、
期
間
限
定
の
機
能
し
か
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
十
八
世
紀
～
十
九
世
紀
に
横
行
し
た

「
掠
入
」
の
影
響
に
よ
り
、
生
子
証
文
に
は
当
初
想
定
し
て
な
か
っ
た
機
能
が
追
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
掠
入
」
が
横
行
し
た
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
中
頃
に
至
っ
て
も
琉
球
国
で
は
士
農
の
身
分
秩
序

が
維
持
さ
れ
て
お
り
、
士
身
分
は
歎
願
し
て
で
も
獲
得
し
た
い
社
会
的
ス
テ
ー
タ
ス
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら

に
士
身
分
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
多
額
の
献
金
に
よ
る
合
法
な
方
法
と
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
遥
か
に
少
額
で
済
む
「
掠

入
」
と
い
う
違
法
な
方
法
が
あ
っ
た
。
身
分
上
昇
を
試
み
る
百
姓
た
ち
の
な
か
に
は
、
経
済
的
負
担
が
少
な
い
「
掠
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入
」
を
選
択
す
る
者
も
数
多
く
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
掠
入
」
は
、
虚
偽
を
記
載
し
た
生
子
証
文
に
も
と
づ
き
、
出
生
者
の
名
前
を
家
譜
に
書
き
入
れ
る
こ
と
で
実
行
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
首
里
王
府
側
も
「
掠
入
」
の
横
行
に
と
も
な
い
、
家
譜
に
名
前
が
有
る
か
否
か
だ
け
で
は
士
身
分
を

判
断
せ
ず
、
名
前
を
記
載
す
る
根
拠
と
な
っ
た
生
子
証
文
に
つ
い
て
も
、
正
式
な
手
続
き
を
経
て
獲
得
し
た
も
の
か
調

査
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
至
り
、
期
間
限
定
の
機
能
し
か
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
生
子
証
文
は
、
士

身
分
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
も
二
次
的
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
史
料
2
・
3
で
見
た
よ
う
に
、
少

な
く
と
も
十
九
世
紀
後
半
に
は
士
身
分
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
生
子
証
文
は
機
能
し
て
い
た
と
考
え
る
が
、
い
つ
か

ら
機
能
し
て
い
た
か
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

今
ま
で
近
世
琉
球
の
身
分
制
、
特
に
士
農
の
区
別
は
家
譜
の
所
持
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
家
譜
が

士
身
分
を
表
象
す
る
重
要
な
史
料
で
あ
る
こ
と
自
体
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
家
譜
以
外
の
史
料
に
つ
い
て
、
も
っ

と
目
を
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
生
子
証
文
も
士
身
分
の
判
断
基
準

と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
士
身
分
の
各
家
で
は
「
掠
入
」
の
疑
い
を
受
け
な
い
よ
う
、
ま
た
は
受

け
た
と
し
て
も
抗
弁
で
き
る
よ
う
、
家
譜
等
と
共
に
公
認
を
受
け
た
生
子
証
文
を
蓄
積
し
、
後
裔
に
引
き
継
い
で
い
く

必
要
が
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
士
身
分
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
、
家
譜
等
や
生
子
証
文
が
各
家
で
伝
来
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
史
料
1
で
み
た
文
書
の
引
き
渡
し
は
、
こ
れ
ま
で
士
社
会
に
お
い
て
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ

て
き
た
、
士
身
分
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
重
要
書
類
を
次
の
家
督
継
承
者
に
託
し
た
一
場
面
を
捉
え
た
も
の
で
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あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

【
注
】

（
1
）
田
名
真
之
「
琉
球
家
譜
の
成
立
と
門
中
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
四
三
、二
〇
〇
〇
年
）、
同
「
琉
球
家
譜
の
成
立
と
そ
の
意
義
」

（『
沖
縄
近
世
史
の
諸
相
』
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
九
二
年
）。

（
2
）
拙
稿
「
近
世
琉
球
の
生
子
証
文
」（『
古
文
書
研
究
』
九
二
、二
〇
二
一
年
）。
以
下
、
拙
稿
と
は
こ
れ
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
3
）
家
譜
仕
次
と
は
、
家
譜
に
追
加
記
載
す
る
行
為
、
も
し
く
は
追
加
記
載
の
た
め
に
作
成
し
た
書
類
そ
の
も
の
の
名
称
で
あ
る
。

（
4
）
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
目
的
（
後
に
形
式
化
し
、
実
質
は
人
数
改
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
る
）
で
、
実
施
さ
れ
た
宗
旨
調
査
を

宗
門
改
ま
た
は
札
改
と
い
う
。
調
査
の
結
果
、
問
題
の
な
い
住
民
に
対
し
て
は
手
札
（
木
札
）
を
交
付
し
た
（
高
良
倉
吉
氏
執

筆
「
宗
門
改
」『
沖
縄
大
百
科
事
典
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
、
一
九
八
三
年
。
以
下
『
大
百
科
』
と
省
略
す
る
）。

（
5
）「
大
与
座
規
模
帳
」（
以
下
「
規
模
帳
」
と
省
略
す
る
）
は
、
大
与
座
の
職
務
に
関
す
る
法
令
集
成
で
あ
る
（
渡
名
喜
明
氏
「
解

題
」『
沖
縄
県
史
料　

前
近
代
6　

首
里
王
府
仕
置
2
』
一
九
八
九
年
に
所
収
。
以
下
『
仕
置
2
』
と
省
略
す
る
）。
乾
隆

三
十
四
（
一
七
六
九
）
年
・
乾
隆
五
十
四
（
一
七
八
九
）
年
と
改
定
さ
れ
、
そ
の
後
の
追
加
法
も
収
載
し
て
い
る
。
大
与
座
の

職
員
が
交
替
す
る
と
き
に
は
、
先
役
か
ら
「
座
印
」（「
大
与
頭
印
」）
と
共
に
「
規
模
帳
」
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

お
り
（『
仕
置
2
』
五
九
頁
）、
職
務
を
遂
行
し
て
い
く
う
え
で
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
規
模
帳
」
に
生
子

証
文
の
保
管
に
関
す
る
規
定
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（『
仕
置
2
』
七
八
頁
）。
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（
6
）
収
集
し
た
生
子
証
文
の
典
拠
は
次
の
通
り
と
な
る
。「
新
城
家
文
書
」、「
伊
江
御
殿
家
資
料
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
H
P
で
閲

覧
可
能
）、「
伊
是
名
銘
苅
家
文
書
四
」（
資
料
コ
ー
ド
〇
四
〇
〇
一
四
一
八
）、「
傅
姓
池
原
家
文
書
2
」（
資
料
コ
ー
ド

〇
四
〇
〇
〇
六
六
八
）、「
王
姓
小
渡
家
文
書
」（
資
料
コ
ー
ド
〇
四
〇
〇
〇
六
七
六
）、「
小
橋
川
家
文
書
」、「
沙
姓
新
垣
家
文

書
」（
資
料
コ
ー
ド
〇
四
〇
〇
〇
六
六
九
）、「
証
文
綴
安
座
間
家
」（
資
料
コ
ー
ド
〇
四
〇
〇
〇
六
七
一
）、「
楚
南
家
文
書
」

（
資
料
コ
ー
ド
〇
四
〇
〇
一
九
八
〇
）、「
渡
嘉
敷
家
文
書
」（
資
料
コ
ー
ド
〇
四
〇
〇
〇
六
七
七
）、「
中
山
家
文
書
」（
資
料

コ
ー
ド
〇
四
〇
〇
〇
六
八
〇
）、「
百
名
家
文
書
」（
資
料
コ
ー
ド
〇
四
〇
〇
一
四
二
七
）、「
新
参
永
世
家
譜
」（
氏
集
番
号
一
八

―
二
七
七
八
）、「
湛
姓
家
譜
支
流
屋
良
家
」（
氏
集
番
号
八
―
九
五
七
）、
以
上
は
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
。
資
料
コ
ー
ド
・

氏
集
番
号
が
あ
る
史
料
は
写
真
本
や
コ
ピ
ー
等
で
架
蔵
さ
れ
て
お
り
、
史
料
名
の
み
の
も
の
は
画
像
デ
ー
タ
を
所
蔵
し
て
い

る
。「
許
田
家
文
書
」
は
宜
野
座
村
立
博
物
館
が
画
像
デ
ー
タ
を
所
蔵
、「
嶺
井
家
文
書
」
は
名
護
博
物
館
学
芸
係
が
写
真
本
を

所
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
伊
是
名
銘
苅
家
文
書
四
」
は
『
伊
是
名
村
史　

中
巻
』（
一
九
八
八
年
）、「
傅
姓
池
原
家
文
書

2
」「
百
名
家
文
書
」
は
『
那
覇
市
史　

近
世
資
料
補
遺
・
雑
纂　

資
料
篇　

第
1
巻
12
』（
二
〇
〇
四
年
）、
伊
江
御
殿
家
資

料
は
『
伊
江
御
殿
伝
世
品
展
』（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
嶺
井
家
文
書
は
『
名
護
市
史
・
資
料
編
5　

文
献
資

料
集
2　

羽
地
寄
留
士
族
関
連
資
料
』（
二
〇
〇
五
年
）
で
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

…

　

ま
と
ま
っ
た
生
子
証
文
が
伝
来
し
て
い
る
例
を
挙
げ
る
と
、「
新
城
家
文
書
」
八
通
（
家
譜
等
に
記
載
済
の
も
の
は
、
こ
の

内
八
通
。
以
下
同
）、「
伊
江
御
殿
家
資
料
」
二
二
通
（
内
一
二
通
）、「
伊
是
名
銘
苅
家
文
書
四
」
五
通
（
内
四
通
）、「
傅
姓
池

原
家
文
書
2
」
二
三
通
（
内
二
三
通
）、「
王
姓
小
渡
家
文
書
」
三
二
通
（
内
三
一
通
）、「
沙
姓
新
垣
家
文
書
」
一
一
通
（
内
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一
〇
通
）、「
証
文
綴
安
座
間
家
」
三
六
通
（
家
譜
・
家
譜
仕
次
が
未
発
見
）、「
楚
南
家
文
書
」
一
一
通
（
内
六
通
）、「
渡
嘉
敷

家
文
書
」
一
二
通
（
内
九
通
）、「
百
名
家
文
書
」
二
四
通
（
内
一
九
通
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
7
）「
証
文
綴
安
座
間
家
」
七
頁
。

（
8
）
史
料
1
の
時
点
か
ら
伝
来
の
過
程
で
一
枚
追
加
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
経
緯
は
不
明
。

（
9
）
安
座
間
家
の
生
子
証
文
の
う
ち
四
通
は
、
系
図
座
の
割
印
が
押
印
さ
れ
て
お
り
（「
証
文
綴
安
座
間
家
」
二
七
～
二
九
・
三
四

頁
）、
系
図
座
の
審
査
を
受
け
て
家
譜
等
に
記
載
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

…

　

ま
た
、
家
譜
等
と
生
子
証
文
を
対
照
で
き
る
家
（
注
6
「
ま
と
ま
っ
た
生
子
証
文
が
伝
来
し
て
い
る
例
」
参
照
）
を
見
て
い

く
と
、
同
治
八
（
一
八
六
九
）
年
以
前
に
作
成
さ
れ
た
生
子
証
文
の
出
生
情
報
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
家
譜
等
に
記
載
済
で
あ

る
（
一
一
七
通
中
一
一
五
通
が
記
載
済
）。
同
治
九
年
以
降
の
家
譜
に
記
載
が
確
認
で
き
な
い
生
子
証
文
に
つ
い
て
は
、
家
譜

仕
次
を
終
え
な
い
ま
ま
琉
球
処
分
を
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
安
座
間
家
の
生
子
証
文
は
三
六
通
中
二
二
通
（
系
図
座
の
割
印

が
押
さ
れ
た
も
の
を
含
む
）
が
同
治
八
年
以
前
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く
は
家
譜
に
記
載
済
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
10
）
奥
野
彦
六
郎
『
沖
縄
の
人
事
法
制
史
』（
至
言
社
、
一
九
七
七
年
）
九
九
頁
。

（
11
）
豊
見
山
和
行
「
犯
罪
と
刑
罰
」（『
新
琉
球
史　

近
世
編
（
上
）』
琉
球
新
報
社
、
一
九
八
九
年
）。

（
12
）
比
嘉
春
潮
・
崎
浜
秀
明
著
『
沖
縄
の
犯
科
帳
』（
平
凡
社
、
一
九
六
五
年
）
一
頁
。

（
13
）
渡
辺
美
季
氏
「
近
世
琉
球
の
社
会
と
身
分
―
「
家
譜
」
と
い
う
特
権
」（
加
藤
雄
三
・
大
西
秀
之
・
佐
々
木
史
郎
氏
編
著
『
東

ア
ジ
ア
内
海
世
界
の
交
流
史
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）。
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（
14
）
概
要
は
、
崎
浜
秀
明
著
『
沖
縄
の
法
典
と
判
例
集
』（
本
邦
書
林
、
一
九
八
六
年
）
四
九
五
～
五
三
九
頁
。
比
嘉
注
12
著
書

一
九
七
～
二
六
〇
頁
に
拠
る
。

（
15
）
平
田
家
の
家
譜
（
宿
姓
家
譜
）
の
原
本
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
写
本
が
残
さ
れ
て
お
り
、
平
田
家
の
履
歴
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
仲
村
顕
氏
・
輝
広
志
氏
「
琉
球
陶
瓦
工
家
譜
」（『
琉
球
陶
器
の
来
た
道
』
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
×
那
覇
市
立

壺
屋
焼
物
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
16
）
崎
浜
注
14
著
書
四
九
五
～
四
九
六
頁
。

（
17
）
後
生
子
訟
の
手
続
き
は
部
分
的
で
は
あ
る
が
「
規
模
帳
」
に
規
定
が
確
認
で
き
る
（『
仕
置
2
』
七
七
～
七
八
、九
六
～
九
七

頁
）。
後
生
子
訟
の
実
例
と
し
て
は
「
王
姓
小
渡
家
文
書
」
三
九
～
四
〇
頁
な
ど
。

（
18
）
後
生
子
訟
は
、
生
子
証
文
の
様
式
と
同
じ
よ
う
に
保
証
人
の
署
名
・
押
印
が
必
要
で
あ
っ
た
。
保
証
人
は
一
門
（
父
方
親

類
）・
母
方
親
類
・
与
中
（
五
人
与
）
と
な
る
。
与
中
と
は
、
村
ご
と
に
編
成
さ
れ
、
五
つ
の
世
帯
を
も
っ
て
一
つ
の
与
と
さ

れ
た
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
未
解
明
な
部
分
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
（
高
良
倉
吉
氏
執
筆
「
五
人

組
」『
大
百
科
』）。

（
19
）
概
要
は
、
崎
浜
注
14
著
書
四
六
八
～
四
七
四
頁
、
比
嘉
注
12
著
書
一
五
八
～
一
六
六
頁
に
拠
る
。

（
20
）
崎
浜
注
14
著
書
四
七
一
頁
。

（
21
）「
系
紀
」
は
家
譜
の
「
紀
録
」
部
分
（
役
職
・
位
階
・
功
績
な
ど
の
履
歴
）、「
系
図
」
は
家
譜
の
「
世
系
図
」
部
分
を
指
す
か
。

詳
細
は
不
明
だ
が
、
家
譜
か
ら
兼
雅
の
情
報
を
消
除
す
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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（
22
）
士
身
分
で
あ
り
な
が
ら
町
方
（
士
身
分
や
町
百
姓
の
居
住
地
域
。
首
里
・
那
覇
・
泊
村
・
久
米
村
で
構
成
さ
れ
る
）
を
離
れ
、

田
舎
（
百
姓
の
居
住
地
域
）
へ
移
住
す
る
な
ど
し
て
長
期
間
に
及
び
家
譜
仕
次
を
怠
た
っ
た
者
が
、
再
び
家
譜
仕
次
を
願
い
出

る
こ
と
を
「
縋
り
入
り
」
と
い
う
。
縋
り
入
り
を
す
る
と
き
は
、
後
生
子
訟
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
っ
た
。「
掠
入
」
は
縋
り

入
り
を
装
っ
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
（
比
嘉
注
12
著
書
一
九
七
～
一
九
八
頁
）、
つ
ま
り
は
後
生
子
訟
と
い
う
形
式
を
と

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

（
23
）「
規
模
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
道
光
二
十
八
（
一
八
四
八
）
年
の
追
加
法
で
は
「
就
中
年
来
軽
（
経
、
翻
刻
者
注
）
過
訟
出
候
者

モ
有
之
、
系
図
引
当
加
判
人
之
口
柄
迄
ニ
テ
ハ
決
着
難
成
差
支
候
儀
共
有
之
候
」
と
あ
る
（『
仕
置
2
』
九
六
～
九
七
頁
）。

「
年
来
軽
過
訟
出
候
」
と
は
後
生
子
訟
の
こ
と
で
あ
り
、
時
間
の
経
過
に
よ
り
家
譜
（「
系
図
」）
と
「
加
判
人
」（
一
門
・
母
方

親
類
・
与
中
な
ど
の
保
証
人
）
の
証
言
の
照
合
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
同
様
の
記
載
は
、
他
の
規
定
に

も
見
え
る
（「
規
模
帳
」『
仕
置
2
』
九
八
～
九
九
頁
）。

（
24
）
注
23
で
紹
介
し
た
道
光
二
十
八
（
一
八
四
八
）
年
の
追
加
法
の
続
き
に
は
、「
右
訴
（
後
生
子
訟
）
之
儀
、
各
頭
役
方
（
那

覇
・
泊
・
久
米
村
と
い
っ
た
行
政
区
の
責
任
者
）
へ
為
差
出
、
彼
所
ニ
テ
訟
人
并
生
子
一
門
・
親
類
・
与
中
召
寄
委
敷
相
糺

候
」（
括
弧
は
筆
者
注
）（『
仕
置
2
』
九
六
～
九
七
頁
）
と
あ
り
、
後
生
子
訟
の
場
合
は
、
那
覇
・
泊
・
久
米
村
と
い
っ
た
各

行
政
区
の
責
任
者
の
許
へ
生
子
証
文
の
提
出
者
・
保
証
人
を
呼
び
寄
せ
て
、
詳
し
く
取
り
調
べ
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
。
那

覇
・
泊
・
久
米
村
は
、
首
里
か
ら
離
れ
て
お
り
大
与
座
（
首
里
城
広
福
門
に
設
置
）
は
現
地
の
事
情
に
通
じ
て
い
な
い
た
め
、

こ
の
よ
う
な
措
置
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
首
里
地
域
に
つ
い
て
は
、
大
与
座
が
直
接
提
出
者
・
保
証
人
を
召
し
寄
せ
て
取
り
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調
べ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）
田
名
真
之
氏
「
屋
取
と
詐
欺
師
」（『
近
世
沖
縄
の
素
顔
』
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
九
八
年
）。

（
26
）「
糺
明
願
の
口
上
覚
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
、
資
料
コ
ー
ド
〇
四
〇
〇
〇
六
六
二
）。

（
27
）「
糺
明
願
の
口
上
覚
」
に
は
、
史
料
4
以
外
に
も
い
く
つ
か
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
後
生
子
訟
で
は
「
去

十
七
年
戊
巳
年
」
に
賀
数
里
之
子
に
生
子
証
文
の
手
続
き
を
頼
ん
だ
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
後
生
子
訟
に
よ
る

と
、
賀
数
へ
は
雍
正
五
（
一
七
二
七
）
年
か
ら
道
光
十
四
（
一
八
三
四
）
年
四
月
ま
で
に
出
生
し
た
計
四
人
の
生
子
証
文
手
続

き
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
後
生
子
訟
の
な
か
で
平
良
筑
登
之
は
同
治
三
（
一
八
六
四
）
年
正
月
以
降
の
出
生
者

の
生
子
証
文
も
公
認
す
る
よ
う
自
身
で
願
い
出
て
い
る
。
同
治
三
年
生
の
出
生
者
は
賀
数
の
依
頼
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
依
頼
時
に
は
ま
だ
出
生
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
賀
数
に
依
頼
し
た
時
期
は
道
光
十
四
年
四
月
～

同
治
三
年
正
月
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
間
に
十
三
年
ま
た
は
十
七
年
が
含
ま
れ
る
年
は
道
光
十
七
年
し
か
な
い
。
田
名
氏
も
詳
し

い
年
代
考
察
は
記
し
て
い
な
い
が
道
光
十
七
年
と
推
定
し
て
い
る
。

（
28
）
田
名
注
25
著
書
二
九
頁
。

（
29
）
田
里
友
哲
氏
「
沖
縄
本
島
の
屋
取
集
落
」（『
論
集　

沖
縄
の
集
落
研
究
』
離
宇
宙
社
、
一
九
八
三
年
）。

（
30
）
崎
浜
注
14
著
書
四
六
八
頁
。

（
31
）
麻
生
伸
一
氏
は
尚
育
冊
封
の
と
き
に
献
金
・
融
資
が
奨
励
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、
献
金
は
「
王
府
財
政
を
考
え
る
上
で
重
要

な
論
点
」
と
指
摘
す
る
（
麻
生
伸
一
「
琉
球
王
国
の
財
政
と
外
交
儀
礼
―
戌
冠
船
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
世
界
を
つ
な
ぐ
起
点
と
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し
て
の
日
本
列
島
史
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
六
年
）。
献
金
額
の
変
遷
と
定
着
に
つ
い
て
は
拙
稿
参
照
。

（
32
）
崎
浜
注
14
著
書
四
九
五
～
五
三
九
頁
、
比
嘉
注
12
著
書
一
九
七
～
二
六
〇
頁
を
参
考
に
各
人
物
の
役
割
を
抽
出
し
た
。

（
33
）
崎
浜
注
14
著
書
五
三
五
～
五
三
六
頁
、
比
嘉
注
12
著
書
二
五
八
頁
。

（
34
）
玉
城
毅
「
中
下
層
士
の
経
済
基
盤
」（
同
著
『
琉
球
・
沖
縄
寄
留
民
の
歴
史
人
類
学
』
共
和
国
、
二
〇
二
二
年
、
一
〇
四
頁
）

で
は
、
一
八
七
三
年
頃
の
首
里
王
府
の
役
職
数
と
町
方
の
士
の
戸
主
人
口
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
に
拠
る
と
、
士
身
分

五
三
六
九
人
の
う
ち
、
一
三
四
九
人
（
約
二
五
％
）
が
王
府
で
職
に
就
い
て
い
た
計
算
と
な
り
、
残
り
約
七
五
％
は
職
が
空
く

の
を
待
つ
か
、
あ
る
い
は
別
の
生
計
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。


